低入札調査基準価格および失格判断基準について　　　　R4.4.1改正

[bookmark: _GoBack]　　低入札調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、低入札価格調査を実施し、契約内容に適
合した履行が可能かどうかを判断したのち、落札者を決定します。
　また、失格判断基準を下回った入札については、無効とします。

１．低入札調査基準価格の算出方法
入札書記載金額が低入札調査基準比較価格（低入札調査基準価格の税抜額）を下回った場合
に、低入札価格調査を実施します。

○低入札調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった額から、次の式により算出します。
	算式：（直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管理費×68％）×1.1



○ただし、以下の工種については、下表のとおりとします。
	工種：（営繕工事以外の)電気・電気通信、（上水道工事及び下水道工事にかかる）機械器具設置

	算式：（直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管理費×68％＋機器費×90.7%）×1.1

	工種：建築一式、（営繕工事にかかる)電気、電気通信、管、とび・土工・コンクリート（解体工事に限る)

	算式：｛直接工事費×9/10×97％＋共通仮設費×90％＋(直接工事費×1/10＋現場管理費)×90％＋一般管理費×68％｝×1.1



※設定範囲は、予定価格の75％～92％の範囲内
算出の結果、予定価格の92％を超える場合…予定価格の92％とする。
予定価格の75％に満たない場合…予定価格の75％とする。


２．失格判断基準の算出方法
　　入札書記載金額が、失格判断基準を下回った場合は、低入札価格調査を実施することなく、その入札を無効とします。

○失格判断基準は、次の式により算出します。
	算式：直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管理費×20％



○ただし、以下の工種については、下表のとおりとします。
	工種：（営繕工事以外の)電気・電気通信、（上水道工事及び下水道工事にかかる）機械器具設置

	算式：直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管理費×20％＋機器費×82%

	工種：建築一式、（営繕工事にかかる)電気、電気通信、管、とび・土工・コンクリート（解体工事に限る)

	算式：直接工事費×9/10×97％＋共通仮設費×90％＋（直接工事費×1/10＋現場管理費）×90％＋一般管理費×20％



※設定範囲は、入札書比較価格の75％～92％の範囲内
算出の結果、入札書比較価格の92％を超える場合…入札書比較価格の92％とする。
入札書比較価格の75％に満たない場合…入札書比較価格の75％とする。
